
 （あて先）　恵那市長　　様

    　　　年　　月　　日

なお、今後本件にかかる問題が生じたときは、当事者双方にて解決し貴市には一切ご迷惑をおかけいたしません。

　　　　未登記家屋納税義務者変更届出書

住　所（所在地）
（電話番号　　　　　　　　　　　）

建　築　年
1階 1階以外

　家屋課税補充台帳に登録された下記家屋の納税義務者を変更したので、関係書類を添えて届出します。

旧義務者宛名番号 添付書類確認翌年度異動

㊞

2 ※欄の記載は必要ありません。

所在地

納 税 義 務 者

氏　　　 　名

年　　月　　日

□請求する　　　　　□請求しない

ただし、印鑑登録証明書については還付いたしません。

氏　名（名　称） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

※（事務処理欄）

床面積（㎡）

家
屋
の
表
示

◎添付書類については、裏面
を参照してください。

◎固定資産税は毎年１月１日
現在の所有者に課税されま
す。

1 該当する□にレ印をつけてください。

年　　月　　日

変更の年月日 　　　年　　　月　　　日

氏名・名称

生年月日

変更の原因 売買・贈与・相続・その他（　　　　　）

住所

㊞

電話番号

地区町コード

添付書類の返還

生年月日 電話番号

氏名・名称

住所

新義務者宛名番号

種　類 利　用 構造・屋根・階層

旧納
税義
務者

新

地区町コード

3 この申告書に記載された情報は、ご本人の同意や法令に定められた場合を除いて、市税の課税や徴収の目的以外には利用しません。

台帳

随時

－　　　　－

－　　　　－

受付印受付印受付印



｢未登記家屋納税義務者変更届出書｣を提出される方へお願い 

 

恵那市役所税務課資産税係 

 

未登記家屋の納税義務者の変更を申請する場合、下記事項に留意して提出してください。 

 

記 

 

１．未登記家屋納税義務者変更届出書の記入について 

売買・贈与・その他理由による変更申請の場合、旧納税義務者は実印を、新納税義務者は認印

を押印してください。ただし、権利移転を証する書類がない場合は旧納税義務者・新納税義務者の

実印の押印が必要となります。相続による変更申請の場合、新納税義務者のみ実印を押印してく

ださい。 

なお、変更申請書提出後、申請内容についてお尋ねすることがありますので、連絡先の電話番

号を必ず記入してください。 

 

２．添付書類について 

（１）売買・贈与・その他理由による変更申請の場合 

① 売買契約書・譲渡証明書等権利移転を証する書類 

② 印鑑証明書（旧納税義務者）及び実印の押印 

ただし、①の書類がない場合は、旧納税義務者・新納税義務者の印鑑証明書及び実印の押印

が必要となります。また、この場合は添付書類（旧納税義務者・新納税義務者の印鑑証明書）

の還付はいたしません。 

     ①の書類を作成後に転居した場合等、②の書類と記載事項（住所、氏名）が一致しない時は、 

    住所証明書を添付して下さい。 

    （例 前住所記載の住民票、戸籍の附票等） 

 

（２）相続による変更申請の場合 

① 遺産分割協議書 

② 相続人全員の印鑑登録証明書（届出書には、新納税義務者の印鑑登録証明書の印を押印してく

ださい） 

③ 相続関係説明図 

④ 旧納税義務者の出生から死亡の記載のある戸籍（除籍）謄本 

⑤ 相続人全員の戸籍抄本（又は個人事項証明書） 

⑥ 旧納税義務者の住民票（除票） 

⑦ 新納税義務者の住民票（又は戸籍の附表） 

遺産分割協議書がない場合は、相続人全員の同意書（別様式）及び相続人全員の印鑑登録証明

書が必要となります。また、この場合には添付書類（相続人全員の同意書・印鑑登録証明書）の

還付はいたしません。 

 

３．その他 

新納税義務者の方への賦課については、未登記家屋納税義務者変更届出書を提出していただい

た翌年度からとなります。 


